
令和７年度中部地域における自走可能な事業承継支援体制構築事業の
自走化モデル自治体 公募要領

令和７年8月１９日 
経済産業省中部経済産業局 産業部 中小企業課 

1. 本事業について 
（1） 目的 
中部地域のものづくりを支える中小企業は、物価高や原材料価格の高騰、人材不足、さらに経営者の高齢化といった課題に直面しており、後継者不在による休廃業・解散が増加し、黒字経営でありながら廃業を選択する企業が半数を超える状況が続いています。こうした状況の中、地域経済の活力を維持し、持続可能な成長を実現するためには、自治体が主体となり、事業承継支援の体制を強化することが急務となっています。
本事業では、既に事業承継支援に取り組んでいる、又は着手を検討している中部地域の自治体を対象に「事業承継支援」に関する実証事業を実施します。
他自治体のモデルとなり得る自治体を公募により選定し、自治体間で共有可能な支援モデルを構築し、ノウハウを蓄積・普及させることで、地域全体での事業承継支援の自走化を促進します。また、支援を通じて中小企業の経営基盤を強化し、地域経済の持続的発展に寄与することを目指します。

（2） 実証事業の対象者 
中部地域管内（愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県）に所在する基礎自治体。
応募要件は２.(２)をご参照ください。 

（3） 支援内容 
基礎自治体が関与して実施する実証事業に対して、支援いたします。 

（4） 支援期間 
令和７年９月頃〜令和７年２月上旬までを予定しています。 

（5） 実証事業内容 
本事業では、令和6年度事業で実証を行った自治体（以下「継続選定自治体」という。）又は新たに選定された自治体（以下「新規選定自治体」という。）かによって、実証事業の内容が異なります。選定自治体の別にかかわらず、共通で実施する内容については、【共通】と記載しています。採択後、各自治体の状況に応じて実施しますが、目安として９月～１２月頃の期間で実証事業を実施し、１月～２月頃に結果の整理を行う予定です。

1. 継続選定自治体
1 キックオフセミナー【共通】
令和7年9月１７日（水）に、実証事業に参加する自治体職員や関係者を対象に、事業承継支援に関する地域の現状や課題を共有し、意識を統一することを目的としたキックオフセミナーを開催します（名古屋市内での対面開催、約2時間を予定）。セミナーには外部有識者の参加も予定しています。

2 地域の支援機関との連携会議の開催
地域内の支援機関同士や自治体職員との連携を強化し、情報共有や課題の整理を行うことで、支援機関が一体となって解決策を模索する場を提供することを目的に連携会議を開催します。各支援機関の役割を整理することで、効率的かつ効果的な支援活動を促進します。
また、アンケートを通じて参加者の意見や成果を収集・分析し、地域全体の事業承継の方向性を明確化します。

3 ヒアリング調査の実施
地域内の中小企業や支援機関が抱える具体的な課題やニーズを把握し、事業承継に関する現状や特徴を詳細に分析するため、ヒアリング調査を実施します。
調査にあたっては事前にインタビューシートを作成し、中部経済産業局と協議の上、網羅的かつ効果的なヒアリングを行います。

4 アンケートの実施（選択実施）
地域内の企業全体の事業承継に関する認識やニーズ、課題を広く収集・分析します。回収したデータに基づき、地域特性に応じた事業承継支援策を設計するための基礎情報を定量的に把握し、各自治体の支援施策の精度向上に役立てます。

5 中間報告会（第１回）
ヒアリング・アンケート調査実施後、各自治体における事業実施状況や課題の共有により、残りの期間の計画策定の土台を築き、年間を通した効果的な進行を図るため、中間報告を実施します。

6 個別相談会・セミナー等のイベント開催（選択実施）
中小企業や関係者に対して、事業承継に関する具体的な知識や支援策を提供し、理解を深めるため、自治体や支援団体のニーズに基づき、個別相談会やセミナー等のイベントを開催します。
参加者が個別の課題について相談できる場を設けることで、中小企業の課題解決を支援するとともに、自治体や支援機関の活動を地域内に広く認知させます。また、アンケートを実施し、イベントの効果や参加者の意見を収集・分析し、今後の支援活動に活用します。

7 パンフレット作成等の広報活動（選択実施）
事業承継支援窓口や支援内容を周知するためのパンフレットを作成・配布し、地域内の企業や関係者に支援制度を認知していただきます。
広報活動を通じて、事業承継の重要性や支援策を分かりやすく伝えることで、地域全体の意識向上を図ります。

8 中間報告会（第2回）
各自治体における事業実施状況や課題の共有により、残りの期間の計画策定の土台を築き、年間を通した効果的な進行を図るため、中間報告を実施します。ディスカッションを通じて、知見の深化、課題の整理や自治体間の連携を促し、支援体制を強化します。

9 各継続選定自治体の実証結果の整理
連携会議、ヒアリング調査、アンケート、イベント等を通じて得られた情報を体系的に整理し、自治体ごとの事業承継体制構築に向けた具体的な指針を示します。
地域特有の課題や成功事例を分析し、自治体が持続可能な支援体制を構築するためのロードマップを作成します。また、自治体や関係者が今後の事業承継支援に役立てられる資料を提供します。

10 実証結果・成果報告書 
事務局で作成する成果報告書において、実証事業の結果を掲載する場合があります。その場合は、作成へのご協力及び公表へのご了承をお願いします。 

2. 新規選定自治体
1 キックオフセミナー【共通】
「1. （５）ア.  ① キックオフセミナー」をご参照ください。

2 事業継承の実態調査 
地域内の企業全体の事業承継に関する認識やニーズ、課題を広範囲に収集・分析するために、地域内の事業者を対象にアンケート調査を実施します。
アンケートの設問内容については、代表者の年齢や後継者・相談先の有無、売上高、事業の現状（減収、停滞、成長傾向にあるか等）を踏まえて、事業承継に取り組むうえでの課題や具体的な支援ニーズについて調査できる項目を選定し、最終的には選定自治体、中部経済産業局と協議の上決定します。 
自治体等が持つ自身のデータを活用することなどによりアンケート以外の代替手段を用いることが可能な場合は、中部経済産業局と協議の上、アンケートの実施要否について判断します。 

アンケート調査を踏まえ、事業者3者程度、金融機関・商工団体等支援機関(3機関程度)に対してヒアリング調査を行い、地域内の企業全体の事業承継に関する認識やニーズ、課題を広範囲に収集・分析します。対象先の選定は選定自治体・中部経済産業局と協議の上決定します。事業者へのヒアリング内容については、現状抱える事業承継に関する課題や、求める支援策など、アンケートで確認した内容を参考に決定します。

3 中間報告会（第１回）
ヒアリング・アンケート調査実施後、各自治体における事業実施状況や課題の共有により、残りの期間の計画策定の土台を築き、年間を通した効果的な進行を図るため、中間報告を実施します。

4 支援体制の検討・構築 
実態調査の結果を踏まえ、自治体や支援機関などの実情に応じて、効果的で持続可能な連携スキームを、選定自治体を中心に検討します。また、必要な関係者（個社、支援機関、サプライチェーン上の企業など）や、事業承継の早期実現に向けた課題を整理し、支援体制構築に向けたロードマップを作成します。

5 事業承継促進イベントの開催
中小企業や関係者に対し、事業承継に関する具体的な知識や支援策を提供し、理解を深めるため、選定自治体の要望により、事業承継促進イベントを開催します。
参加者が個別の課題について相談できる場を設けることで、中小企業の課題解決を支援するともに、自治体や支援機関の活動を地域内に広く認知させることを目的とします。また、アンケートを実施し、イベントの効果や参加者の意見を収集・分析し、今後の支援活動に活用いたします。

6 中間報告会（第２回）
各自治体における事業実施状況や課題の共有により、残りの期間の計画策定の土台を築き、年間を通した効果的な進行を図るため、中間報告を実施します。ディスカッションを通じて、知見の深化、課題の整理や自治体間の連携を促し、支援体制を強化する

7 各新規選定自治体の実証結果の整理
定例会議、並びにアンケート・ヒアリング調査及びイベント等の活動を通じて得られた情報を体系的に整理し、自治体ごとの事業承継体制構築に向けた具体的な指針を示すために地域特有の課題や成功事例を分析し、自治体が持続可能な支援体制を構築するためのロードマップを作成し、今後の事業承継支援に役立てられる資料を作成します。

8 実証結果・成果報告書 【共通】
「1. （５）ア. ⑧ 実証結果・成果報告書」 をご参照ください。


2. 募集について 
（1） 募集概要 
	対象
	実証事業の対象者 中部地域管内（愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県）に所在する基礎自治体。

	募集期間
	令和７年８月１９日（火）〜令和７年８月２７日（水）AM１２：００

	採択方式
	事務局にて審査委員会を開催し、採択先を決定

	採択予定件数
	5自治体（ 新規選定自治体１程度、継続選定自治体４程度）
※先着順ではありません。



（2） 応募要件 
· 応募自治体が、主体的に事業承継支援を企画・実施すること。 
· 実証事業終了後に、アンケート調査やヒアリング調査への協力が可能であること。 
· 実証事業の進捗状況について、事務局からの問い合わせに対応できること。 
· 「1. （５）ア. イ. ① キックオフセミナー」へ原則現地参加が可能であること。 
· 「1. （５）ア. ⑥ 個別相談会・セミナー等のイベント開催（選択実施）」、「イ. ④ 支援体制の検討・構築」で、個別相談会を開催する場合、日時・場所の設定、当日の報告等を行うことに了承できること。 
· 「1. （５）ア. ⑦イ. ⑤ 各新規選定自治体の実証結果の整理」への協力を了承できること。 
· 「1. （５）ア.⑧ イ. ⑥実証結果・成果報告書」への作成協力及び公表を了承できること。 
· 実証事業終了後に開催予定である中小企業基盤整備機構主体の成果報告会への参加・協力可能であること。
· 実証事業期間終了後も、本事業の取り組みを踏まえて、継続して事業承継支援に取り組むよう努めること。 
· その他、本公募要領に記載されている内容について承諾すること。 
· 当事業に関わる支援関係者が次のいずれにも該当しない者であること。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等 (個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所 (常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。) が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 
· 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 
· 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 
· 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき 
· 
（3） 応募方法 
応募にあたっては、「4．その他」の内容にご同意のうえ、以下の書類を「エ．提出先」に記載された宛先まで電子メールにてお送りください。
※ 審査の過程で、応募内容についてお問い合わせやご相談をさせていただく場合があります。 
※ 申請書に記載のある情報は中部経済産業局及びデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（本事業委託先事業者）で共有します。 

1. 提出書類 
· 応募申請書（様式）
· 添付資料
· 事業期間内の取組に関する資料（事業期間内の目標、実施計画及び体制、本事業内の目標）
· 将来見通しに関する資料（経営計画、ロードマップ、地域課題解決の展望など）
· 継続選定自治体の場合、実施を希望する事業内容（アンケート、イベント開催、広報活動の別）及びその概算費用
2. 提出期限 
· 上記公募期間において随時提出可
3. 提出方法 
· 件名に「令和７年度中部地域における自治体を中心とした自走可能な事業承継支援体制構築事業」と記載し、以下の提出先へメールにて提出をお願いします。
4. 提出先 
· 中部経済産業局 中小企業課 
· 担当：事業承継実証チーム（杉浦、和田、井上、中林）
· メールアドレス： bzl-c-syoukei@meti.go.jp

（4） 事業説明会の実施 
本事業に関する事業説明会を開催します。応募に際して参加は必須ではありませんが、事業の詳細をご説明いたしますので、ぜひご参加ください。 

· 開催日時 
· 2025年8月２０日（水）１４時００分〜１４時３０分 
· 内容 
· 事業概要説明 
· 本事業における支援の全体像のご説明 
· 質疑応答 
· 参加方法 
事前説明会のご参加には事前の登録をお願いします。
	参加希望者は、「５．問い合わせ先（事務局）」まで、連絡先（自治体名、担当部署、担当者指名、電話番号、メールアドレス）を令和７年８月２０日（水）１３時００分までにメールにてお申込みください。



· 問い合わせ先 
「５．問い合わせ先（事務局）」までご連絡ください。 


3. 選考審査及び結果の通知について 
（1） 審査について
審査・選考については、「３．（２）審査項目」に基づき、検討委員会及び事務局により総合的に行います。

（2） 検討委員会
地域事情や事業承継支援政策に知見のある外部アドバイザーが参画する検討委員会を組成し、審査いたします。

（3） 審査項目 
以下の審査項目を踏まえ、応募内容を総合的に判断いたします。
	項目
	審査基準

	1 事業基盤
	· 自治体内の中小・小規模事業者内における事業承継の現状・課題の認識は具体的か。
· 事業承継支援に関するこれまでの取組・課題の認識は妥当か。
· 今後の取組方針が明らかにされているか


	2 事業内容
組織体制
	· 本実証事業における実施事項やスケジュール、人員体制が示されているか。
· 実証事業の内容が、自治体の特徴や地域の特色を踏まえた取り組みになっているか。
· 本実証事業に関する自治体内の連携体制・他の支援機関や民間事業者との連携あるいは連携の意向があるか。

	3 他自治体への波及効果、継続性
	· 他の地域のモデルとなり得る取組みであるか
· 将来的に自治体独自での施策としての継続性はあるか



（4） 結果の通知 
応募内容をもとに事務局で審査委員会を開催し、採択の可否を決定します。採択された自治体名は、中部経済産業局のウェブサイトで公表予定です。
結果は令和7年9月上旬頃に通知します。採択・不採択に関わらず、理由についてはお答えできませんのでご了承ください。また、採択されなかった場合の応募書類は、中部経済産業局が責任を持って廃棄いたします


4. その他 
お預かりした個人情報は、中部経済産業局及び本事業委託事業者のデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社が共有し、「令和7年度中部地域における自治体を中心とした自走可能な事業承継支援体制構築事業」及びこれに付随する業務の遂行に必要な範囲でのみ使用します。
応募書類は使用後、中部経済産業局が責任を持って廃棄します。また、採択先の書類も、本事業終了時に適切に廃棄します。
事業実施において知り得た情報は、中部経済産業局及びデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社が必要な範囲で共有し、厳重に管理いたします。


5. お問い合わせ先（事務局） 
	デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
· 住所：東京都千代田区丸の内3-2-3　丸の内二重橋ビルディング
· 電話：03-6213-1180
· メールアドレス： bzl-c-syoukei@meti.go.jp
（※メールでの連絡は中部経済産業局への連絡となります。）



以上
2

